
番号 項目 ページ 意見の概要 意見に対する県の考え方

1 第１章　１
1ほか
全体

「ろう者」および「ろう児」に限定する表現は、差別的
に感じる。
「手話が言語であるとの認識の下、言語活動の文化
的所産である」と理解しているのであれば、手話は
「ろう者」だけが扱う言語ではないはずである。
表現方法とすれば「手話を第一言語（または、母語）
とする者」などがふさわしいのではないかと考える。

群馬県では、「群馬県手話施策推進条例」を制定
し、ろう者とろう者以外の者が、相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこと
としています。本計画は、同条例の目標を効果的に
実現するために策定しているものであることから、
同条例内の表現である「ろう者」や「ろう児」を引用し
ております。

2
第三章　１
（３）

7

コーダ（親に聴覚障害があり、健聴な子ども）やソー
ダ（兄弟姉妹に聴覚障害があり、健聴な子ども）の
場合、子どもには負担が大きすぎる通訳役割などを
日常的に担わされていることがあると聞く。こうした
子どもたちがヤングケアラーとして悩んでいる場合
に対応できるよう、手話通訳者の派遣体制や相談
体制を整えてほしい。
　また、コーダやソーダが遠慮することなく、その通
訳役割を手話通訳者派遣制度に任せることができ
るよう、制度の周知・啓発に努めてほしい。

手話通訳者の派遣体制の充実を図るとともに、制度
の周知・啓発に努めて参ります。

3
第三章　２
（２）

9ほか

手話言語条例が県・各市に制定され、かなり手話の
普及と啓発が整備されてきたと思います。色々な会
議・大会においても手話通訳者がおり、かなり普及
していると思いますが、少しスピードが落ちているよ
うに思われます。一部のブームではなく、継続するこ
とがもっとも大切であると思います。
特に事業者への手話の普及・啓発。
ろう者を含む教員の確保及び教員の専門性向上に
関する研修が大切と思われます。
それに手話を学ぶ機会の確保を積極的に図り、相
互に尊重し合い共生する社会の実現が必要と思わ
れます。

事業者がろう者に対し十分な理解を得られるよう、
より一層の情報提供が必要であると考えます。
また、ろう者を含む教員の確保、専門性の向上を図
るための教職員研修の充実にも努めます。
そのほか、様々な場面における手話の普及啓発を
図るため、御意見を踏まえながら関係機関と連携し
て事業に取り組んで参ります。
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4
第三章　３
（１）

10

乳幼児期における子どもの発達には、親子の豊か
なコミュニケーションが基礎であり重要なことではあ
るが、手話を用いたコミュニケーションを「親子」に限
るのではなく、子どもが過ごす家庭にまで広げる必
要があるのではないかと考える。
例えば、デフファミリー（家族全員に聴覚障害があ
り、手話を第一言語にしている）であれば、祖父母
や兄弟姉妹までも含めた豊かなコミュニケーション
の発達が期待できると考えられる。
しかし、聴覚障害のある子どもの父母の90％は聞こ
える親（日本語を第一言語にしている）であり、周囲
も同様である。ゆえに、コーダ（親に聴覚障害があ
り、健聴な子ども）やソーダ（兄弟姉妹に聴覚障害が
あり、健聴な子ども）、祖父母等とのコミュニケーショ
ン及びことばの発達に関する支援も重要と考える。
表現方法とすれば「……家庭（手話を第一言語とし
ない家族等を含む）での豊かなコミュニケーション及
びことばの発達に関する支援や、手話を活用するた
めの相談及び情報提供を行います。」と表記するの
がふさわしいのではないかと考える。

趣旨については重要な視点であると考えます。ご意
見の趣旨を踏まえ、今後も、乳幼児やその保護者
等の支援にかかわる機関との連携・協力による教
育相談（乳幼児）の充実に努めます。

5
第三章　３
（３）

11

教員採用試験には一般選考と特別選考があり、出
願資格及び個別の出願条件をともに満たすことに
よって特別選考での出願ができるとありますが、そ
れとは別に「別枠採用」があるのでしょうか。

教員選考試験の障害者特別選考については、令和
２年度採用選考から別枠での募集としています。R5
年度実施した選考試験では、５名程度を別枠で募
集しました。
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